
 

和光中の更なる発展を願って   校長 大 村 浩 喜 
 

１０月１２日（水）、第６３期生徒会役員を決める立会演説会が行われました。感

染症対策として、１・２年生は体育館にて対面形式で実施、３年

生は教室で映像を視聴しました。今回は定数７人に対して、９人

が立候補しました。より良い和光中にするためにはどうすべき

か、ステージ上から全校生徒に訴えかけました。どの候補者から

も熱意が伝わってくるすばらしい立会演説会となりました。その

後、選挙管理委員会の適切な投開票作業により第６３期生徒会役

員が選出されました。立候補者による公約は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの公約も大切な内容ばかりで、一人一人の演説からとても前向

きな気持ちが伝わってきました。３年生から受け継いだ伝統を守り

つつ、新しいことにも挑戦していくという決意が感じられました。 

さて、公約を果たすためには全校体制での協力が不可欠です。リ 

―ダーとしての生徒会役員とフォロアーとしての全校生徒がしっか

りと協力しあいましょう。すべての人たちが自分の責任を自覚し、

これまでの生徒会役員が積み重ねてきたことを引き継ぎながら、新

しいアイディアをもって生徒会活動を更に活発にしてほしいと願っ 

ています。 
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■全校生徒でつくりあげる和光中を！全校生徒が意見を出せる環境づくりをしたい。 

■学校全体で交流を盛んに！他人の考えを知って、認め合う機会をつくりたい。 

■全校生徒による協力体制の充実！クリーン和光等、人と関わる行事を実施したい。 

■全校生徒の挨拶の強化！挨拶をしっかりすることで元気あふれる学校に。 

■学校行事で全校生徒が楽しめるように精一杯頑張る！ 

■全校生徒が安心して楽しく過ごせるよう、あいさつや笑顔があふれる学校に！ 

■誰もが平等に意見を伝えられる生徒会に！一人一人の意見をしっかりと聞き、先輩

がつくりあげてきた伝統を大事にしながら更に良い和光中にする。 

■挨拶や話し合い、発表がしやすい環境づくり！新しい和光中をつくる取組等をとお

して話し合いをしない人をゼロへ。学校全体で授業中にわかったら手を挙げる雰囲

気をつくる。 

■学級、学年、周りの人の意見や考えに耳を傾け、より良い学校生活を！ 

■３年生がつくってくれた過ごしやすい学校で、異学年との交流を深める。 

■各学級の業務監査から出された良い点・課題点を昼の放送等で情報発信！学校の状

況を知ることで自分の仕事への意識を向上させたい。 

 

 

 



11／ １(火) 定期テスト② 

   ２(水) 願書用写真撮影(３年) 

７組革細工学習 

   ７(月) 校内研究会 

   ８(火) 集金日、登校指導 

       非行防止教室(２年) 

   ９(水) 性教育(１年) 

       進路説明会 

  １０(木) ３年学力テスト(総合 C) 

 

  １１(金) いじめアンケート、学年会議 

  １５(火) 登校指導 

  １６(水) 全協・常任委員会・業務監査 

  １８(金) 開校記念日(開校６３年)  

  ２１(月) こころの授業(芸術鑑賞)① 

  ２２(火) こころの授業(芸術鑑賞)② 

       職員会議 

  ２４(木) 学年会議 

  ３０(水) 三者懇談(３年) 

       ～１２／２(金)まで 

＜１１月の主な行事＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「親子読書」強調月間！ 

 苫小牧市教育委員会では、子どもの読書週間

の定着に向け、家庭との連携を行っています。 

 １１月を「親子読書強調月間」として、親子

で一緒に読書をする取組を推進しています。 

 

コロナ対応のお願い 

新型コロナウイルス感染症に「感染した」、

「同居の家族が感染した」などの場合は、引き

続き学校に連絡をお願いします。 

 なお、陽性になった場合、同居のご家族はこ

れまでと同様に「濃厚接触者」になります。医

療機関や保健所などから「同居家族は濃厚接触

者です」という説明がない場合にも、濃厚接触

者としての対応が必要になりますので、学校に

連絡をお願いします。 

 自宅療養期間や出席停止等の考 

え方については、北海道教育委員 

会が作成した「保護者向けリーフ 

レット」を参照してください。 

Ｊアラート発令時の再確認 

１ 登校前にＪアラートが発動された場合 

 ・自宅で待機し、政府発表による安全の確認

がとれた後に登校する 

 ＊「登校時間を遅らせる」等の変更がある場

合のみ、さくら連絡網でお知らせをします 

２ 登下校中にＪアラートが発動された場合 

 ・できる限り頑丈な建物や地下に避難し、安

全を確認できるまで待機する 

 ・建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地

面に伏せて頭部を守る 

 ・避難先で安全を確認した後、登校途中の場

合は速やかに登校を、下校途中の場合は下

校をする 

３ 授業中にＪアラートが発動された場合 

 ・できるだけ窓から離れ、安全を確認できる

まで校舎内で待機する 

 ・安全を確認した後は、通常通りに教育活動

を進める 

 

厚生労働省からのお知らせ 

 

 


